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○ 取扱い 

 肋骨骨折疑い、肋軟骨炎疑い病名のみに対する外用薬の算定は、原則と

して認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 肋骨骨折疑い、肋軟骨炎疑いでは疾患の存在は類推できるが、疑い病名

のみに対する治療は、適切ではないと考える。 

 以上のことから、肋骨骨折疑い、肋軟骨炎疑い病名のみに対する外用薬

の算定は、原則として認められないと判断した。 

 

 


